令和７年度（２０２５年度）南小国町立小・中学校タブレット端末整備調達
業務仕様書（iPadセルラーモデル）

1 業務名
南小国町立小・中学校タブレット端末等整備

2 目的
全ての児童生徒たちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を実現するため、「1人1台端末」と校内ネットワークインフラを整備し、GIGAスクール構想を推進してきた。
今後も引き続き、こどもたちの学習に1人１台端末を活用し、個別最適な学びと共同的な学びを実現する「令和の日本型教育」の構築を推進していく。
また、災害発生等の非常時においてもICT機器を活用した遠隔・オンライン学習等により、学びを継続できる環境整備が必要となっている。
本事業では、活用支援、管理運用支援、保守業務等を含むタブレット端末等に通信を含め売買契約を行うものである。

3 履行場所
(1) 南小国町立小・中学校
(2) 南小国町役場（南小国町教育委員会※以下、教育委員会という）

4 履行期間
契約締結の日から令和８年3月末

5 納品
令和8年3月31日までとする。ただし、天災地変その他正当な理由により納入期限までに納品することができないときは、その理由を詳記し、納入期限内に期限の延長を願い出ることができる。

6 納入場所及び想定数量
タブレット端末等の納入場所等は別表2のとおり。
ただし、納入時期の児童生徒数の状況に応じて、納入場所ごとのタブレット端末等台数を変更する場合がある。また、周辺機器等の納入場所毎の内訳については教育委員会、受託者協議の上で決定する。

7 活用方法
小・中学校においては、次のようなタブレット端末の活用を想定している。
（１）教職員によるＩＣＴ活用
1 授業支援ソフトウェア（デジタル教科書を含む。）等を活用した教材等の一斉発信や児童生徒の回答・考え方の把握・集約・提示・共有。
2 教材研究や教材作成
3 ＬＴＥ/５G通信を活用し、ＷＥＢ会議ソフトウェア等での児童生徒の健康観察や学習支援。
4 学校、自宅等での学習支援ソフトウェア等を活用した学習支援

（２）児童生徒によるＩＣＴ活用
1 文字や画像・音声などの情報の収集・選択・活用
2 カメラ機能、文書作成ソフトウェア等の活用による資料の作成
3 プレゼンテーションソフトウェアを活用した発表
4 協働学習における意見の交換や資料の作成・共有
5 学校、自宅等での学習支援ソフトウェア等を活用した学習

8 端末要件及び機能要件
本共同調達の端末の仕様及び基本機能要件を以下に示す。
1 端末本体
	項目
	仕様内容

	製品
	Apple iPad A16のセルラーモデルであること。

	OS
	iPadOS（iPadOS18以上、日本語版）

	ストレージ
	128GB以上であること。

	画面
	11インチ、タッチパネル

	無線
	IEEE802.11a/b/g/n/ac以上の機能を有すること。

	スタンド
	利用時に端末を自立させるためのスタンドを用意すること（キーボードがスタンドになる場合は別途準備する必要はない）

	カメラ機能
	インカメラ及びアウトカメラの機能を有すること。

	外部接続端子
	USB2.0以上の規格であってUSBType-CPD(PowerDelivery)に対応したポートを１つ以上有していること

	SIMカード
	eSIMに対応していること。
また、eSIMの再発行プロセスを提供すること。

	バッテリ稼働時間
	バッテリの稼働時間が8時間以上であること。

	重さ
	1.5kg程度を超えないこと（本体及びハードウェアキーボード/カバー）

	保守
	メーカーによる１年以上の無償保証が付帯していること。

	その他
	端末を適切に運用するための以下の機能を有していること。①端末の稼働状況を把握できる機能②適切なセキュリティ対策としての以下の機能・マルウェアから端末を保護する機能・ストレージにデータを暗号化して保存する機能（必要に応じて利用可能であればよい）



2 キーボード/カバー
	項目
	仕様内容

	キーボード/カバー
	· iPad A16に対応しているケース一体型であること。
· Smart Connector経由でiPadによる電力供給ができること。
· 耐落下、防塵防水設計されていること。
· 5年間のメーカー保証をつけること。



3 USB-C-3.5mmヘッドフォンジャック変換アダプタ
	項目
	仕様内容

	変換アダプタ
	ヘッドフォンやスピーカー等の標準的な3.5mmオーディオプラグをUSB-Cデバイスに接続するためのアダプタとして、調達するiPad（Apple社）に適合すること。

ただし、キーボードにマイク・ヘッドフォン端子を１つ以上有しており、マイク・ヘッドフォン端子がコネクタと共用になっている場合は分配アダプタで対応することでも可とするため、提案不要とする。



4 端末管理機能（MDM）
	項目
	仕様内容

	端末制御機能（MDM）
	· 校舎内及び教育委員会におけるサーバー設置を必要としないクラウドサービスであること
· 管理者がリモートで端末の機能制御、アプリケーション管理（一斉配信・ダウンロード制限）を実施する機能を有すること。
· 管理コンソールからアプリを配信し、それに失敗した場合、アプリの再配信をする機能を有すること。さらに管理コンソールのダッシュボードからアプリ配信に失敗した端末を確認する機能を有すること。
· 最新のiPadの OS バージョンへの即日対応を12 年以上継続していること。（OS のアップデート版配布後、速やかに新しいバージョンのOS のベータ版にて動作確認実施済みのバージョンが配布されること）
· 端末を管理するにあたり、管理者にて任意の条件に合致した動的グループを作成し、グループごとの制限・管理する機能を有すること。　
· 専用アプリを端末にインストールし、そのアプリの操作で初期化から初期設定完了までを自動で行える機能を有すること。



5 Webフィルタ
	項目
	仕様内容

	Webフィルタ
	· 校舎内及び教育委員会におけるサーバー設置を必要としないクラウドサービスであること。
· カテゴリ方式でのフィルタリングが可能であり、カテゴリの内容は定期的に提供会社にて更新されること。
· 指定URLをホワイトリスト・ブラックリストにて管理できること。
· ブラウザの種別に依存せずフィルタリング可能であること。（学習支援ソフトのブラウザからのアクセスを想定）



6 モバイル通信
	[bookmark: _Hlk203728622]項目
	仕様内容

	モバイル通信
1回線あたり
5GB/月
	· 端末に対応したモバイル通信を提供すること。
· 総務省から電気通信事業に関わる認可を得ており、自ら基地局を開設し運用している通信キャリアのモバイル回線を提供すること。
· 常時使用が想定される南小国町立小・中学校周辺においては安定したモバイル通信の提供可否について、事前に実効速度のデータを調査すること。
· 提案時には通信不具合が発生した際の具体的な通信エリア改善策案・改善スケジュール案を示すこと。
· 各学校から通信の不具合について申告があった場合には迅速に原因調査・対策を検討し教育委員会と協議の上実行すること。
· 児童生徒の自宅内で、納品された端末のLTE/5G通信が一定速度確保されていない場合には、自宅内の通信エリア改善の対策を講じること。また、対策に関わる機器の設置などの作業は受託者にて対応すること。
· 月あたり通信量が超過した場合でも、低速措置がなく、データシェアプランを用いて通信を確保すること。
· 熊本県内に通信保守拠点を保有しており、通信不具合が発生した場合には迅速に対応できる体制を構築していること。



7 授業支援・協働学習支援ソフト
	項目
	仕様内容

	授業支援
協働学習支援ソフト
	下記のソフトを提案すること。
①（株）LoiLoロイロノート



8 タッチペン
	項目
	仕様内容

	タッチペン
	導入するタブレット端末で利用可能なもの



9 画面保護フィルム
	項目
	仕様内容

	画面保護フィルム
	· 調達するタブレット端末の画面サイズに合った製品であること。
· 端末に貼付した状態で納品すること。



10 USB-C電源アダプタ
	項目
	仕様内容

	USB-C電源アダプタ
	・TypeC ポート 1 口以上 であること。
・PD 対応していること。
・出力 20W 以上であること。



11 USB Type-Cケーブル
	項目
	仕様内容

	USB Type-Cケーブル
	・PD 対応していること。
・端子形状は両端とも Type-C であること。 
・ケーブル長：1m 以上 であること。
・データ通信：USB2.0 以上であること。



12 電源タップ
	項目
	仕様内容

	電源タップ
	1 10個口電源タップ
以下の条件を満たしていること。
・雷ガード対応していること。
・絶縁キャップがあること。
・差込口ピッチが45㎜以上ありA16対応の純正品ACアダプタが挿入できること。

2 ４個口電源タップ
以下の条件を満たしていること。
・雷ガード対応していること。
・絶縁キャップがあること。



13 USB Type-C_マイク付きヘッドセット
	項目
	仕様内容

	ヘッドセット

	・iPadOS18以上に対応していること
・iPad （A16）に対応していること
・接続はUSB Type-Cであること
・ステレオヘッドホンであること
・マイクを有していること
・ケーブル長：１ｍ以上


1 

9 作業要件
(1) 端末の初期設定（キッティング）業務について
1 各設定内容の詳細については、受託者が教育委員会の要望をヒアリングし、端末設定仕様書を作成すること。
2 端末設定仕様書に基づき、ＭＤＭ、各種アプリケーションのインストール等について、発注者が指定する設定を行い、利用可能な状態で納品すること。
3 機器には、管理番号等を記載したラベル等を貼付し、納入場所と管理番号が確認できる一覧表を教育委員会へ提出すること。管理番号の表記の仕方については教育委員会と協議を行うこと。
4 フィルタリングソフトをアクティベートした状態で納品すること。

(2) 端末その他の配送納品業務について
1 指定された仕様に設定されたタブレット端末を令和8年3月末までに各学校に納品すること。
2 タブレット端末はキーボード/ケース装着および画面保護フィルム貼付し、箱に梱包した状態で各学校1箇所納品とし、外箱などは納品しないこと。
3 各学校に設置済みである保管庫内の電源タップ、ACアダプタ、充電ケーブルの入れ替え作業を行うこと。

(3) 保守について
1 本業務の保守、運用に関する技術的支援および助言を受けられる専用のヘルプデスクを設置すること。
2 ヘルプデスクは日本語での対応として、教育委員会（ICT支援員を含む）および小・中学校の教職員からの電話または電子メールでの問い合わせを想定している。
3 ヘルプデスクにて端末等の故障・不具合を受け付けた場合は、必要に応じ端末を学校等より配送にて受領し、故障機の再利用可否を判断する。判断結果により、端末の初期化・設定の対応または予備機準備の対応を実施し、教育委員会等に送付するものとする。なお、配送費用は受託者負担とする。
4 ヘルプデスクの所在地は熊本県内とすること。

10 非常時の対応
納入時において、納入先施設の建造物及び既存機器、その他の物件に損害を与えた場合は、担当職員に報告するとともに受託者の負担において速やかに原状復旧を行うこと。

11 機密保持、情報セキュリティに関する責任、法令等の順守等
(1) 知的財産等の帰属については、別途締結する市町村との契約書による。
(2) 機密保持
1 受託者は、本調達に係る作業を実施するに当たり、教育委員会から取得した資料（電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。）を含め、契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本共同調達に係る作業以外の目的で使用してはならない。
ただし、次のいずれかに該当する情報については、除くものとする。
· 取得した時点において、既に公知であるもの
· 法令等に基づき開示されるもの
· 教育委員会から秘密ではないと指定されたもの
· 第三者への開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に教育委員会との協議のうえ、承認を得たもの
2 受託者は、教育委員会の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、又は複製してはならない。
3 受託者は、本調達に係る業務に関与した受託者の所属要員が異動した後においても、機密が保持されるための措置を講じるものとする。
4 受託者は、本調達に係る検収後、受託者の事務所内部に保有・保管されている本調達に係る教育委員会に関する情報について、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により、速やかに抹消するとともに、教育委員会から貸与されたものについては、検収後1週間以内に返却するものとする。
(3) 情報セキュリティポリシー等の遵守
1 受託者は、南小国町が別に定める「情報セキュリティ基本方針」等を遵守すること。
2 受託者は、個人情報の扱いについて、南小国町が別に定める規定等を遵守すること。
(4) 情報セキュリティを確保するための体制の整備
1 受託者は、南小国町が定めるセキュリティポリシー等に従い、受託者の組織全般のセキュリティを確保するとともに、南小国町から求められた本調達に係る業務の実施における情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。
2 受託者は、南小国町の個人情報保護のための体制を整備すること。
(5) 法令等の遵守
1 受託者は、民法（明治29年法律第89号）、刑法（明治40年法律第45号）、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成11年法律第128号）等の関係法規を順守すること。
2 受託者は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及び受託者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。

12 その他
(1) 熊本県内に営業拠点を構えており、トラブル発生時には迅速な対応が可能であること。
(2) 契約期間中のサービスが提供できなくなった場合は、教育委員会と協議の上代替サービスを提供すること。
(3) 端末紛失時は本町の追加の費用負担なく対応を実施すること。

13 疑義の解釈
この仕様に定めのない事項及び疑義が生じた場合は､双方誠意をもって協議し､決定する。


別表１.調達数量一覧
	品種
	品目
	数量
	備考

	端末本体
	Apple iPadA16
セルラーモデル
	350
	128GB以上

	キーボード/カバー
	Rugged Combo 4
	350
	5年の追加保証

	変換アダプタ
	
	350
	USB-C-3.5mm
ヘッドフォンジャック変換アダプタ

	端末制御機能
	Jamf Pro
	350
	期間:5年

	Webフィルタ
	
	350
	期間:5年

	モバイル通信回線
	5G又はLTE通信
	329
	5GB/月 期間:5年

	授業支援・協働学習
支援ソフト
	ロイロノート
	249
	期間:5年

	タッチペン
	
	350
	

	画面保護フィルム
	
	380
	

	USB-C電源アダプタ
（追加）
	
	249
	20W以上 USB Type-C 電源アダプタ
純正品以外も可

	USBType-Cケーブル
（追加）
	
	249
	純正品以外も可


	電源タップ10個口
	
	57
	

	電源タップ4個口
	
	26
	

	USB Type-C_マイク付き
ヘッドセット
	
	40
	

	キッティング作業
	
	350
	予備機を含む


別表２. 納入場所内訳
	学校名
	所在地
	整備台数

	
	
	児童
生徒用
	予備用
	教師用
	合計

	中原小学校
	南小国町大字中原2469番地
	34
	5
	9
	48

	市原小学校
	南小国町大字赤馬場1922番地
	81
	12
	16
	109

	りんどうヶ丘小学校
	南小国町大字満願寺7045番地
	49
	7
	12
	68

	南小国中学校
	南小国町大字赤馬場1833番地
	85
	13
	17
	115

	南小国町教育委員会
	南小国町大字赤馬場143
	－
	10
	－
	10

	合計
	－
	249
	47
	54
	350



